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【スウェーデン】 言語の法的地位を規定する言語法の制定 
海外立法情報課・井樋 三枝子  

 
＊近年、スウェーデンの大学や企業での共通言語として英語が台頭し、スウェーデン語以外の母

語を有する可能性のある住民も 2009 年には人口の 2 割弱を占めている。言語の多様化の進む

スウェーデンでは、スウェーデン語の振興により、社会の統合をはかり、国民、住民の民主的な

意思決定過程へ参加をより一層進めることが目指され、2009 年に言語法が制定された。 

 
  
制定経緯  

スウェーデンでは、留学生の受入れによる大学院での英語による講義の増加や企業

のグローバル化により、特定分野については、国内でもスウェーデン語で会話が困難

になる等の事態が生じており、これまで存在していた「スウェーデン語が国語である」

という社会の共通認識に、実体的な変化が生じていることが認識されるようになった。 
1998 年に国のスウェーデン語研究機関である言語委員会(Språknämnden：現在の

言語及び民族記憶研究所(Institutet för språk och folkminnen)）が政府の委任により、

スウェーデン語振興のための行動計画を示した。これを受け、政府は立法関係等調査

委員会を設置し、2002 年、立法関係等調査委員会は報告書「自分を表現できるように」

(SOU 2002:27)を発表した。報告書では「国語」というものの法的地位を明確にし、少

数言語及び手話の法的地位を定めるという言語法の主要な内容が提案された。この報

告書に基づき、内閣政策提案「最良の言語―スウェーデンの包括的言語政策」

(prop.2005/06:2)が国会に提出され、議決された。この提案には言語法の制定提案の他、

スウェーデン語振興策も各種盛り込まれており、それらは予算措置を経て実行された。 
言語法の法案作成の動きも進み、2008 年に立法関係等調査委員会報告書「言語の保

護―言語法の提案」(SOU 2008:26)が発表された。その後、関係団体への意見聴取など

を経 て、 2009 年 3 月、 国会 に 内閣 提 出法 案「 す べて の 人の ため の 言語 」

(prop.2008/09:153)が提出され、同年 5 月に国会を通過した。  
これにより言語法(Språklag (2009:600))が成立し、同年 5 月 28 日に公布、7 月 1 日

より施行された。  
 
言語法の内容 

・スウェーデン語の法的地位(第 4 条，第 5 条，第 6 条) 
 スウェーデンにおいてスウェーデン語を「主要語(Huvudspråk)」と規定する。「主

要語」とは、社会において共通して用いられる言語（共通言語）である。国は社会一

般においてスウェーデン語が用いられ、習熟されるようにする責任を有する。一般公

衆はスウェーデン語を用い、習熟する責任を負う。  
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・国の少数言語（第 7 条，第 8 条，第 9 条） 
国はサーミ語、フィンランド語、メアンキエリ語（トルネダール・フィンランド語）、

ロマニ・チブ語、イディッシュ語の 5 言語を国の少数言語とし、加えてスウェーデン

手話についても、これらを保護し促進する責任を負う。  
 
・公的機関における言語の利用（第 10 条，第 11 条，第 12 条） 

国の公用語として、裁判所、行政機関その他の公的機関においてスウェーデン語を

使用する。特定の状況下では少数言語を利用する個人の権利を認め、他の北欧言語に

ついても同様に認める。公的機関で用いるスウェーデン語は分かりやすく、明確でな

ければならない。そのために各機関は所管の用語集を整備し、一般公衆に供する責任

を負う。  
 
・国際的な文脈での公用語としてのスウェーデン語（第 13 条） 
 国を代表する EU の公用語として、スウェーデン語の地位を維持する。EU の場でス

ウェーデン語の利用を継続させることを明記する。しかし、より適切な事情があれば、

他の言語を用いる状況について否定しない。  
 
・個人による言語へのアクセス（第 14 条，第 15 条） 

国はスウェーデンに居住する者に、スウェーデン語、少数言語、手話を学び上達さ

せ、利用する機会を与える義務を負う。また、その他の母語を持つ者に母語を上達さ

せ、利用する機会を与える。  
 

このように言語法では、スウェーデン語を社会における「主要語」と位置付けなが

らも、特権的、排他的なスウェーデン語使用を目的とするのではなく、国内の少数言

語や住民の母語についても、並列的な同質の保護を与えることが目指されている。こ

れは母語の習熟がスウェーデン語の取得に必須であるという考え方の反映である。さ

らに、スウェーデン手話についても、言語として明確な法的地位が与えられ、保護と

振興が規定された点は、特筆に値すると言えよう。  
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